
   

 

 

議案第２号 

  

 

 

 

市道路線の認定について 

 

 

 

 

道路法（昭和27年法律第180号）第８条第２項の規定により、次の

市道路線を認定する。 

 

 

 

平成26年２月24日提出 

 

 

 

守口市長 西  端  勝  樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 



   

 

 

 

 

路線番号 路 線 名 起 点 終 点 幅 員ｍ 延 長ｍ

８― 

   ８９ 

八雲 

８９号線 

八雲北町３丁目 

１７１番地先 

八雲北町３丁目 

１６８番地先 
４．７００ ８６．０ 

９― 

   ７３ 

大庭 

７３号線 

大日町４丁目 

  ３２１番地先 

大日町４丁目 

３３３番地先 

４．０００～

４．３６０ 
１６７．８

３― 

   ６０ 

三郷 

６０号線 

南寺方北通２丁目 

   ２３番地先 

南寺方北通２丁目 

   ２３番地先 
４．０００ １０１．９


